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引っ越しに伴う水道の使用開始・中止手続きなど

災害に強い信頼の水道施設の維持・整備は、
お客さまにお支払いいただいている
水道料金によって支えられています

横浜市水道局の



横浜市水道局の災害対策1

自 助

自らが自分や家族を
守るための

備えや行動のこと。

共助

　近隣の皆さまで、
互いの安全・安心のために

 協力し合うこと。

公助

公的機関が日頃から
防災・減災に向けて行う
取り組みや発災時に行う

災害対応のこと。

人が生きていく上で、水は欠かせません。一般的に、成人１人が
１日に体外に排出する水分量は、2.5ℓ程度といわれています。

そこで、水道局では、災害時などの断水に備え、「１人１日３ℓ、最低３日分で９ℓ以上」の飲料
水をご家庭に備蓄していただくよう呼びかけています。

また、企業などにも、大規模災害時の帰宅困難者対策などとして、飲料水の備蓄を呼びかけています。

災害に強い都市づくりには、しなやかで強靭なインフラ整備をす
ることが必要です。

そこで、水道局では大きな地震にも耐えられるよう水道施設の耐震化に取り組むとともに、停電時で
も業務を継続するための非常用発電設備の整備のほか、他都市や民間事業者との協力関係構築、各種
防災訓練の実施など、ハード・ソフトの両面から対策の強化に取り組んでいます。

災害対策の基本的な考え方目次
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水道局による

自分の身は
自分で守る

地域・企業などで
助け合う

災害対策の基本的な考え方
はじめに

家庭における飲料水の備蓄
企業における飲料水の備蓄
飲料水備蓄促進に向けた取り組み

【コラム】　「ローリングストック法」を
活用して水を備蓄しましょう！

【コラム】　水道水をポリ容器などでくみ置き
　する場合の備蓄方法

この標識が目印！
災害時の飲料水確保の方法
　災害用地下給水タンク・配水池・
　緊急給水栓・給水車・耐震給水栓

【コラム】　水を運ぶための容器や台車などを
用意しましょう！  

【コラム】　近くの「災害時給水所」を
確認しましょう！

P. 6

P. 6
【コラム】 横浜市水道局

災害時支援協力員の活動

【コラム】 停電時に備え給水方法を
確認しましょう！

  

地域における応急給水訓練
災害用地下給水タンクにおける
応急給水手順　

送配水管の更新・耐震化
耐震管の特徴
基幹施設の耐震化
配水ブロックシステム
環状ネットワーク
応急活動拠点の整備

5GH z帯無線
衛星携帯電話
横浜市防災行政用デジタル移動無線

停電時に備えての取り組み
【コラム】　燃料や資機材などの

確保に向けた取り組み

他都市や民間事業者との協定
【コラム】「南海トラフ巨大地震対策

≪全国の水道事業体に向けた緊急提言≫」
の発表

水道局職員の訓練
横浜市総合防災訓練
他都市との訓練
民間事業者との訓練

【コラム】　他水道事業体との連携
P. 13【コラム】近年の他都市災害派遣の実績　　

【巻末付録①】地震の時に水がもらえる場所（やさしい日本語ページ）
【巻末付録②】災害時給水所一覧　

地域・企業などで
助け合う

自分の身は
自分で守る

水道局による

表紙写真　左：平成23年東日本大震災にお
ける応急給水

中：給水車からの応急給水訓練
右：応急給水訓練を行う市民

　平成23年に発生した東日本大震災では、19の都道県で最大約257万戸が断水するな
ど、広域的な被害となりました。また、平成28年4月に発生した熊本地震は、震度７を2度
記録し、7県で最大約45万戸が断水し、西日本を中心に記録的な豪雨となった平成30年
７月豪雨では、18都道府県80市町村で、最大約26万戸の断水が発生し、最近では、令和元
年の台風15号で千葉県を中心に約14万戸が断水、同年の台風19号でも各地で約17万戸
が断水しました。
　横浜市では東日本大震災を踏まえ、平成25年３月に横浜市防災計画「震災対策編」を抜
本的に見直しました。また、「横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例」を
平成25年６月に施行し、「自助」「共助」「公助」の考え方に基づき、震災対策を進めていま
す。
　水道局においても、自分の身は自分で守る「自助」、地域・企業などで助け合う「共助」、水
道局による「公助」の連携の中で、災害対応力の強化に努めています。

　水道局では、災害時などに飲料水を確保するための施設として災害
時給水所（災害用地下給水タンク、配水池、緊急給水栓、耐震給水栓
など）を整備しています。中でも、災害用地下給水タンクは、横浜市

管工事協同組合が補助を行い、市民の皆さまの助け合いで仮設の蛇口を設置し、飲料水を確保する施
設です。
　水道局では、災害時給水所の設置場所を知っていただく取り組みや、年間を通じて市民の皆さまな
どと連携した応急給水訓練を実施しています。
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市民の皆さまとの協働

4 水道施設の強化

通信体制の強化

非常用発電設備の整備

災害時の応援協定

訓練の実施
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自助 1

COLUMN
コラム

COLUMN
コラム

「ローリングストック法」を活用して水を備蓄しましょう！

「水道に関するお客さま意識調査」結果

●飲料水備蓄促進に向けた取り組み

以下のことにご注意ください。

※1

※1　元禄型関東地震発生の想定（横浜市防災計画（令和２年１月横浜市総務局））

▲給水車から給水を受ける人 （々熊本市）

●家庭における飲料水の備蓄 ●企業における飲料水の備蓄

▲給水所で順番を待つ人 （々仙台市）　写真提供：村上昭浩氏

水道水をポリ容器などでくみ置きする場合の備蓄方法

　清潔でふたができるポリ容器
などに口元まで水道水を入れ、空
気が入らない満水の状態にして
ふたを閉めてください。

1
　水道水を沸騰させたり、浄水器
などに通したりすると、塩素による
消毒効果がなくなることがありま
す。水道水は蛇口からそのまま容
器に入れてください。

2 3

あなたや大切な人を守るため、いざというときに備えて飲料水を備蓄しましょう。

飲料水の備蓄促進

　水道局では、市民の皆さまに飲料水備蓄の大切さを知っていただくため、横浜市内の各世帯に配布する「広報よこ
はま」や「水道・下水道使用水量等のお知らせ」への掲載、防災訓練や各種イベントなどで飲料水備蓄を促進するため
の啓発を行っています。

飲料水を備蓄する１つの方法として、
「ローリングストック法」があります。
　まず、1 人あたり９ℓ以上の飲料水を
備蓄します。次に、備蓄している飲料水を
普段から使い、使った分だけ新たに買い
足します。
日常生活を少し工夫するだけで備蓄が
可能ですので、ぜひ実践してみましょう。

問：横浜市では、災害に備え、１人１日あたり３リットル、３日分で９リットル以上の飲料水の備蓄をお願いしています。あなたの
　  ご家庭では、１人あたり、どのくらいの量の飲料水を備蓄していますか。

※平成26 年度調査の選択項目では、９リットル未満は「６～８リットル程度」、「３～５リットル程度」、「３リットル未満」でした。
経年比較を行うため、合算して表示しています。

　平成23 年度調査の選択項目では、備蓄「しているか」「していないか」でした。
経年比較を行うため、「備蓄している」の回答割合は、（数字）で表示しています。

　「横浜市防災計画」の被害想定では、大地震時には水道管の破損
などにより市内約 25％の約 40 万世帯で断水が発生するとして
います。
　また、取水から蛇口へ水をお届けするまでには、電力が不可欠
です。 具体的には市外取水施設での水のくみ上げ、3 カ所の浄水
場でのろ過処理、水道水をお届けするためのポンプの運転など
に、多くの電力が必要です。 そのため、市内外で停電が発生した
場合、断水する世帯がさらに多くなる可能性があります。
　同様に、マンションなどのポンプで水道水を上層階にくみ上げ
ている施設では、非常用発電設備がない場合、停電が発生すると
断水することとなります。
　そのため、家庭や企業などで、日頃から飲料水を備蓄しておく
ことが大切になります。

水道局では災害などに備え、１人１日３ℓ、最低３日分
で９ℓ以上の飲料水備蓄をお願いしています。 成人１人
が１日に体外に排出する水分量は 2.5ℓ程度といわれて
おり、これに若干余裕を加え、１日に必要とする飲料水の
量の目安を３ℓ程度としています。
　災害時には、給水車は病院などを優先して給水します。
市内にはだれでも飲料水を得られる災害用地下給水タン
クが 134 カ所ありますが、夜間や悪天候時には給水作業
が困難になることが考えられます。また、給水を受ける市
民の皆さまは、自ら容器を用意し、長時間順番をお待ちい
ただくことが想定されます。さらに、重い水（9ℓ=9kg）を
自宅まで運ぶために、大変な労力を必要とします。
　これらの理由により、水道局では各ご家庭で最低３日分
を目安として、飲料水の備蓄をお願いしています。
　なお、体を清潔に保ったり、洗濯をするための生活用水
については、飲料水と別に確保する必要があります。

東日本大震災では、会社などから自宅に帰
ろうとした多くの人が帰宅困難となりまし
た。横浜市では、平成 25 年６月に施行された

「横浜市災害時における自助及び共助の推進
に関する条例」の中で、従業員の一斉帰宅抑制
など、企業の努力義務について定め、帰宅困難
者対策に取り組んでいます。
　発災直後は交通機関の運行停止や、落下物
などによる負傷などの危険が想定されるため

「むやみに移動しない」ことが大切です。
　このため水道局では、災害時に従業員の皆
さまが安心して職場に滞在できるよう「職場
での飲料水備蓄」を企業にもお願いしていま
す。
　備蓄の目安は、家庭と同様に 1人1日3ℓ、
最低 3 日分で 9ℓ以上です。

直射日光のあたらない涼しい
場所で保管してください。冬期で
1週間、夏期で 3日間程度保存で
きますので、この期間を目安に水
の入れ替えを行ってください。

1人あたり9ℓ以上
備蓄している

備蓄しているが1人あたり
9ℓ未満である

備蓄していない備蓄している 無回答

平成26年度 
（回答者数：1,619名）

平成23年度※

（回答者数：1,655名）

平成30年度
（回答者数：1,539名）

（％）0 20 40 60 80 100

23.2% 47.8% 27.0%

29.4% 47.1% 21.9%

71.9% 26.1%

1.9%

1.5%

2.0%
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自助 1
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「ローリングストック法」を活用して水を備蓄しましょう！

「水道に関するお客さま意識調査」結果

●飲料水備蓄促進に向けた取り組み

以下のことにご注意ください。

※1

※1 元禄型関東地震発生の想定（横浜市防災計画（令和２年１月横浜市総務局））

▲給水車から給水を受ける人 （々熊本市）

●家庭における飲料水の備蓄 ●企業における飲料水の備蓄

▲給水所で順番を待つ人 （々仙台市） 写真提供：村上昭浩氏

水道水をポリ容器などでくみ置きする場合の備蓄方法

　清潔でふたができるポリ容器
などに口元まで水道水を入れ、空
気が入らない満水の状態にして
ふたを閉めてください。

1
　水道水を沸騰させたり、浄水器
などに通したりすると、塩素による
消毒効果がなくなることがありま
す。水道水は蛇口からそのまま容
器に入れてください。

2 3

あなたや大切な人を守るため、いざというときに備えて飲料水を備蓄しましょう。

飲料水の備蓄促進

水道局では、市民の皆さまに飲料水備蓄の大切さを知っていただくため、横浜市内の各世帯に配布する「広報よこ
はま」や「水道・下水道使用水量等のお知らせ」への掲載、防災訓練や各種イベントなどで飲料水備蓄を促進するため
の啓発を行っています。

　飲料水を備蓄する１つの方法として、
「ローリングストック法」があります。
　まず、1 人あたり９ℓ以上の飲料水を
備蓄します。次に、備蓄している飲料水を
普段から使い、使った分だけ新たに買い
足します。
　日常生活を少し工夫するだけで備蓄が
可能ですので、ぜひ実践してみましょう。

問：横浜市では、災害に備え、１人１日あたり３リットル、３日分で９リットル以上の飲料水の備蓄をお願いしています。あなたの
　  ご家庭では、１人あたり、どのくらいの量の飲料水を備蓄していますか。

※平成26 年度調査の選択項目では、９リットル未満は「６～８リットル程度」、「３～５リットル程度」、「３リットル未満」でした。
経年比較を行うため、合算して表示しています。
平成23 年度調査の選択項目では、備蓄「しているか」「していないか」でした。
経年比較を行うため、「備蓄している」の回答割合は、（数字）で表示しています。

「横浜市防災計画」の被害想定では、大地震時には水道管の破損
などにより市内約 25％の約 40 万世帯で断水が発生するとして
います。
　また、取水から蛇口へ水をお届けするまでには、電力が不可欠
です。 具体的には市外取水施設での水のくみ上げ、3 カ所の浄水
場でのろ過処理、水道水をお届けするためのポンプの運転など
に、多くの電力が必要です。 そのため、市内外で停電が発生した
場合、断水する世帯がさらに多くなる可能性があります。
　同様に、マンションなどのポンプで水道水を上層階にくみ上げ
ている施設では、非常用発電設備がない場合、停電が発生すると
断水することとなります。
　そのため、家庭や企業などで、日頃から飲料水を備蓄しておく
ことが大切になります。

　水道局では災害などに備え、１人１日３ℓ、最低３日分
で９ℓ以上の飲料水備蓄をお願いしています。成人１人
が１日に体外に排出する水分量は 2.5ℓ程度といわれて
おり、これに若干余裕を加え、１日に必要とする飲料水の
量の目安を３ℓ程度としています。

災害時には、給水車は病院などを優先して給水します。
市内にはだれでも飲料水を得られる災害用地下給水タン
クが 134 カ所ありますが、夜間や悪天候時には給水作業
が困難になることが考えられます。また、給水を受ける市
民の皆さまは、自ら容器を用意し、長時間順番をお待ちい
ただくことが想定されます。さらに、重い水（9ℓ=9kg）を
自宅まで運ぶために、大変な労力を必要とします。
　これらの理由により、水道局では各ご家庭で最低３日分
を目安として、飲料水の備蓄をお願いしています。
　なお、体を清潔に保ったり、洗濯をするための生活用水
については、飲料水と別に確保する必要があります。

東日本大震災では、会社などから自宅に帰
ろうとした多くの人が帰宅困難となりまし
た。横浜市では、平成 25 年６月に施行された

「横浜市災害時における自助及び共助の推進
に関する条例」の中で、従業員の一斉帰宅抑制
など、企業の努力義務について定め、帰宅困難
者対策に取り組んでいます。

発災直後は交通機関の運行停止や、落下物
などによる負傷などの危険が想定されるため

「むやみに移動しない」ことが大切です。
このため水道局では、災害時に従業員の皆

さまが安心して職場に滞在できるよう「職場
での飲料水備蓄」を企業にもお願いしていま
す。
　備蓄の目安は、家庭と同様に 1人1日3ℓ、
最低 3 日分で 9ℓ以上です。

　直射日光のあたらない涼しい
場所で保管してください。冬期で
1週間、夏期で 3日間程度保存で
きますので、この期間を目安に水
の入れ替えを行ってください。 

1人あたり9ℓ以上
備蓄している

備蓄しているが1人あたり
9ℓ未満である

備蓄していない備蓄している 無回答

平成26年度 
（回答者数：1,619名）

平成23年度※

（回答者数：1,655名）

平成30年度
（回答者数：1,539名）

（％）0 20 40 60 80 100

23.2% 47.8% 27.0%

29.4% 47.1% 21.9%

71.9% 26.1%

1.9%
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2.0%
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災害用
地下給水
タンク概要図

緊急給水栓概要図

配水池

水栓

共助 2

COLUMN
コラム

COLUMN
コラム

災害時給水所の一覧は 
巻末付録②を参照ください

近くの「災害時給水所」を確認しましょう！

▲

▲ 災害時給水所をお知らせする
標識とのぼり

この「標識」が目印!

　

　

水を運ぶための容器や台車などを用意しましょう！

災害時給水所

　災害時給水所には、水を入れる容器が
ありませんので、ポリ容器などの水を入
れる容器を必ず用意しましょう。また、
水はとても重く、ご自宅などへ持ち帰る
のはとても大変です。そのため、リュッ
クや台車などの水を運ぶ道具も合わせて
用意しておきましょう。

■「全国避難所ガイド」
　スマートフォン向け無料ア
プリ防災情報「全国避難所
ガイド」で、災害時給水所の
場所を検索できます。
　全国の避難所を検索し、
ルート案内するアプリです。

■「ロケスマ」■「はまピョンマップ」
　スマートフォン向け無料アプリ「ロケスマ」
でマップを開けば、地点情報が各端末にダウ
ンロード（保存）されます。こ
の機能により、災害時にイン
ターネットが利用できない場
合でも、手元のスマートフォン
に保存された災害時給水所を
検索することができます。

　横浜市行政地図情報提供システムに掲
載されている「はまピョンマップ」を利用
することで、市内の災害
時給水所（災害用地下給
水タンク、緊急給水栓、
配水池、耐震給水栓等）
を簡単に確認すること
ができます。

　災害などで断水したときに、誰でも飲料
水を得られる場所が「災害時給水所」です。
災害時給水所には、災害用地下給水タン
ク、配水池、緊急給水栓などがあります。

下の「標識」は、発災直後から使用できる
災害用地下給水タンクに設置しています。
　また、給水準備が整った配水池、緊急給
水栓などでは、標識と同じマークがデザイ
ンされた「のぼり」でお知らせします。 

災害時の飲料水確保の方法
飲料水

確保の場所 目印 　　　　　　　施設の種類など 分類 開設者 開設状況のイメージ
発災直後から３日目まで 発災４日目以降

ご家庭
企業 ― 備蓄している飲料水 ２～３ページを参照してください。 自助 ―

災
害
時
給
水
所

標識

●災害用地下給水タンク 発災直後からの応急給水を目的として主に地域防災拠
点に指定された小・中学校や公園・みなとみらい地区など
に設置しています。普段は配水管の一部として機能します
が、管の漏水などにより水圧が下がると自動的に緊急閉
止弁が閉まり、タンク内に新鮮な飲料水を確保します。
この施設は、市民の皆さまの「共助」により仮設の蛇口

を設置し、手動ポンプで水をくみ上げ給水することがで
きます。災害時に円滑な対応をするため、日頃から市民の
皆さまと連携して応急給水訓練を実施しています。

共助

地域の
皆さま

横浜市
管工事

協同組合
は開設の

補助

のぼり

●配水池

西谷浄水場 3 号配水池 （保土ケ谷区）
（上部は運動施設として貸付中）

浄水場でつくった水道水を一時貯留し、各家庭にお届
けする中継施設です。災害時には市民の皆さまが必要と
する飲料水の1週間分に相当する水量を確保できます。断
水時には、市民の皆さまへの給水を行うほか、給水車へ
の水の補給場所としても活用します。

公助

水道局

●緊急給水栓 地震に強い水道管（耐震管：P7）に仮設の蛇口を取り
付けて給水する施設で、主に地域防災拠点に指定された
小・中学校などに整備しています。この施設は、発災後お
おむね４日目以降に、水道局職員が断水状況を踏まえて
順次仮設の蛇口を設置していきます。

水道局

横浜市
管工事

協同組合

給水車 水道局職員が行う給水車での運搬給水は、主に医療施
設などを中心に行います。また、他都市応援職員が給水
車で行う運搬給水は、主に地域防災拠点および福祉避難
所へ優先的に行います。

水道局

応援都市
職員

看板

●耐震給水栓 配水管から屋外水飲み場までを耐震化した施設で、災害
用地下給水タンク等の応急給水施設が設置されていない地
域防災拠点を対象に整備しています。発災後、特別な作業
をすることなく、市民の皆さまは普段と同様に屋外水飲み場
（耐震給水栓）から飲料水を確保することができます。

共助

開設不要
地域防災
拠点運営
委員等
で運用

134 基

22カ所

358基

21カ所
令和５年度までに
全48カ所設置予定
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　災害時給水所には、水を入れる容器が
ありませんので、ポリ容器などの水を入
れる容器を必ず用意しましょう。また、
水はとても重く、ご自宅などへ持ち帰る
のはとても大変です。そのため、リュッ
クや台車などの水を運ぶ道具も合わせて
用意しておきましょう。

災害時の飲料水確保の方法

　　　　　　　施設の種類など 分類 開設者 開設状況のイメージ
発災直後から３日目まで 発災４日目以降

２～３ページを参照してください。 自助 ―

　発災直後からの応急給水を目的として主に地域防災拠
点に指定された小・中学校や公園・みなとみらい地区など
に設置しています。普段は配水管の一部として機能します
が、管の漏水などにより水圧が下がると自動的に緊急閉
止弁が閉まり、タンク内に新鮮な飲料水を確保します。
　この施設は、市民の皆さまの「共助」により仮設の蛇口
を設置し、手動ポンプで水をくみ上げ給水することがで
きます。災害時に円滑な対応をするため、日頃から市民の
皆さまと連携して応急給水訓練を実施しています。

共助

地域の
皆さま

横浜市
管工事
協同組合
は開設の
補助

）区谷ケ土保
（上部は運動施設として貸付中）

　浄水場でつくった水道水を一時貯留し、各家庭にお届
けする中継施設です。災害時には市民の皆さまが必要と
する飲料水の1週間分に相当する水量を確保できます。断
水時には、市民の皆さまへの給水を行うほか、給水車へ
の水の補給場所としても活用します。　

公助

水道局

　地震に強い水道管（耐震管：P7）に仮設の蛇口を取り
付けて給水する施設で、主に地域防災拠点に指定された
小・中学校などに整備しています。この施設は、発災後お
おむね４日目以降に、水道局職員が断水状況を踏まえて
順次仮設の蛇口を設置していきます。

水道局

横浜市
管工事
協同組合

　水道局職員が行う給水車での運搬給水は、主に医療施
設などを中心に行います。また、他都市応援職員が給水
車で行う運搬給水は、主に地域防災拠点および福祉避難
所へ優先的に行います。

水道局

応援都市
職員

　配水管から屋外水飲み場までを耐震化した施設で、災害
用地下給水タンク等の応急給水施設が設置されていない地
域防災拠点を対象に整備しています。発災後、特別な作業
をすることなく、市民の皆さまは普段と同様に屋外水飲み場
（耐震給水栓）から飲料水を確保することができます。

共助

開設不要
地域防災
拠点運営
委員等
で運用

３日間計９ℓ
（１日あたり３ℓ）
以上を目標
として備蓄
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 共助 3
●地域における応急給水訓練

資機材庫の
鍵を開け、資
機材を取り
出します。 タンクのマンホールを開け（酸欠に

注意）、安全柵を設置します。 タンク
内に圧力がないことを確認します。

ホース、仮設蛇口などの資機材を
タンクに接続します。

手動ポンプで給水します。 水道水に塩
素が含まれているか確認します。

災害用地下給水タンクにおける応急給水手順
（市民の皆さまの「共助」により仮設の蛇口を設置することで給水することができます）

市民の皆さまとの協働

停電時に備え、給水方法を確認しましょう！

❶直結直圧式給水

横浜市水道局災害時支援協力員の活動
　横浜市水道局では、水道事業に関する経験と知識を持った水道局退職者をボ
ランティアとして登録し、地震災害発生時の水道施設の被害状況収集や災害用
地下給水タンクからの応急給水作業など、発災初期の応急活動を水道局と協働
して行う「横浜市水道局災害時支援協力員制度」を平成９年に創設しました。
　令和２年度では約 200 名が登録されており、地域における応急給水訓練等
に参加し、災害時の「共助」の取り組みに貢献します。

　中高層の建物では、多くの場合、電力で動くポンプにより各戸へ水を送っているため、停電時には断水し
てしまう可能性があります。まずは、ご自宅の給水方式を確認しておきましょう。

　中高層の建物で停電時にポンプが止まり断水した場合、直結直圧式の共用栓があればその水を使用で
きます。また、受水槽式では、受水槽に溜まった水を受水槽周辺のバルブ等から使用できる場合もありま
すので、事前に建物の給水方式や停電時の給水方法などについては、管理会社等へ確認しましょう。
　なお、停電によりエレベーターが使えない場合、水の運搬が困難になることが予想されますので、停電
に備えて、日頃から飲料水を備蓄しましょう。

　配水管の水圧で直接給水する方式で、戸建住宅
はこの方式です。また、一部の中層階の建物でも直
結直圧式で給水しています。

❷直結増圧式給水
　配水管の水圧に加え、増圧ポンプによりさらに
水圧を上げることで、中高層の建物へ直接給水す
る方式です。増圧ポンプには電気を使用するため、
高層階では停電時に断水する可能性があります。

❸受水槽式給水
　水道水をいったん水槽に入れ、この水をポンプ
で直接給水したり、屋上などに設けた高置水槽に
送り、給水する方式です。ポンプには電気を使用す
るため、停電時に断水する可能性があります。

支援協力員、管工事協同組合、
水道局での応急給水訓練の様子

▲

平成30

（参加人数）

（年度）

44,000

33,000

22,000

11,000

0 平成26 平成27 平成28 平成29 令和2令和元

260

195

130

0

65

（回数）
参加人数 訓練回数

防災訓練実施回数と参加人数の推移

　震災に備えて、日頃から訓練を重ねることが大切です。水道局で
は、災害時給水所である災害用地下給水タンク、緊急給水栓などで地
域の皆さまと応急給水訓練を実施しており、令和２年度は 110 回、
2,377 人にご参加いただきました。 なお、平成 29 年度から開設の
補助を行う横浜市管工事協同組合も訓練に参加しています。この訓
練で、災害時給水所の場所や仮設の蛇口の取り付け方法をご確認い
ただくなど、災害時の応急給水活動を市民の皆さまの「共助」で行う体制
を強化しています。※令和２年度は新型コロナ感染症拡大防止のため、規模及び回数を縮小。

110
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人
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COLUMN
コラム

COLUMN
コラム

公助 4

※1 市内の送配水管のうち、耐震管が使用されている割合

●送配水管の更新・耐震化

●耐震管の特徴

イメージ図

イメージ図

引っ張られても継手の抜け出しはありません。

ゆがみが生じても破損しません。
抜け出し防止機能

漏水

はずれる

挿し口 突部
ロックリング
ゴム輪

ゴム輪

耐震管と従来の水道管のイメージ 地震発生時の耐震管の動き

耐震管

従来管

抜け出し防止機能なし

抜け出し防止機能あり

抜け出し防止状態
（伸びきった状態）

水道施設の強化

（年）

（耐震管率：%）
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　水道局では、昭和44年度から古くなった水道管（老朽管）の更新を始
めました。昭和56年度からは地震に強い水道管（耐震管）の使用を始
め、平成18年度からはすべて耐震管により更新しています。
　総延長約9,300kmに及ぶ送配水管の更新・耐震化については、管の布
設年度、材質や埋設状況などを総合的に勘案し、優先順位を付けて年間約
110kmのペースで進めています。
　耐震化の取組としては、令和5年度における市内の送配水管の耐震管率※1を33％、口径400mm以上の耐震管率
は51％を目標として進めています。また、より効果的に耐震化を進めるため、災害時に重要な拠点となる地域防
災拠点や病院、区役所、土木事務所などの施設への管路を優先的に耐震化しています。

　耐震管は、材質が強靭なことに加え、継手に伸縮性と抜け出し防止機能があるため、柔軟性に優れた水道管
です。そのため、地震発生時の地盤の揺れに対応し、破損や継手の抜け出しを防ぐことができます。
　耐震管は、東日本大震災や熊本地震でも被害はなく、海外からも注目を集めています。

 共助 3
●地域における応急給水訓練

資機材庫の
鍵を開け、資
機材を取り
出します。 タンクのマンホールを開け（酸欠に

注意）、安全柵を設置します。 タンク
内に圧力がないことを確認します。

ホース、仮設蛇口などの資機材を
タンクに接続します。

手動ポンプで給水します。 水道水に塩
素が含まれているか確認します。

災害用地下給水タンクにおける応急給水手順
（市民の皆さまの「共助」により仮設の蛇口を設置することで給水することができます）

市民の皆さまとの協働

停電時に備え、給水方法を確認しましょう！

❶直結直圧式給水

横浜市水道局災害時支援協力員の活動
　横浜市水道局では、水道事業に関する経験と知識を持った水道局退職者をボ
ランティアとして登録し、地震災害発生時の水道施設の被害状況収集や災害用
地下給水タンクからの応急給水作業など、発災初期の応急活動を水道局と協働
して行う「横浜市水道局災害時支援協力員制度」を平成９年に創設しました。
　令和２年度では約 200 名が登録されており、地域における応急給水訓練等
に参加し、災害時の「共助」の取り組みに貢献します。

　中高層の建物では、多くの場合、電力で動くポンプにより各戸へ水を送っているため、停電時には断水し
てしまう可能性があります。まずは、ご自宅の給水方式を確認しておきましょう。

　中高層の建物で停電時にポンプが止まり断水した場合、直結直圧式の共用栓があればその水を使用で
きます。また、受水槽式では、受水槽に溜まった水を受水槽周辺のバルブ等から使用できる場合もありま
すので、事前に建物の給水方式や停電時の給水方法などについては、管理会社等へ確認しましょう。
　なお、停電によりエレベーターが使えない場合、水の運搬が困難になることが予想されますので、停電
に備えて、日頃から飲料水を備蓄しましょう。

　配水管の水圧で直接給水する方式で、戸建住宅
はこの方式です。また、一部の中層階の建物でも直
結直圧式で給水しています。

❷直結増圧式給水
　配水管の水圧に加え、増圧ポンプによりさらに
水圧を上げることで、中高層の建物へ直接給水す
る方式です。増圧ポンプには電気を使用するため、
高層階では停電時に断水する可能性があります。

❸受水槽式給水
　水道水をいったん水槽に入れ、この水をポンプ
で直接給水したり、屋上などに設けた高置水槽に
送り、給水する方式です。ポンプには電気を使用す
るため、停電時に断水する可能性があります。

支援協力員、管工事協同組合、
水道局での応急給水訓練の様子

▲

平成30

（参加人数）

（年度）

44,000

33,000

22,000

11,000

0 平成26 平成27 平成28 平成29 令和2令和元

260

195

130

0

65

（回数）
参加人数 訓練回数

防災訓練実施回数と参加人数の推移

　震災に備えて、日頃から訓練を重ねることが大切です。水道局で
は、災害時給水所である災害用地下給水タンク、緊急給水栓などで地
域の皆さまと応急給水訓練を実施しており、令和２年度は 110 回、
2,377 人にご参加いただきました。 なお、平成 29 年度から開設の
補助を行う横浜市管工事協同組合も訓練に参加しています。この訓
練で、災害時給水所の場所や仮設の蛇口の取り付け方法をご確認い
ただくなど、災害時の応急給水活動を市民の皆さまの「共助」で行う体制
を強化しています。
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公助 5
　水道局では県外の取水施設から市内各地の浄水施設、給水施設に至るまでのさまざまな施設との連携
によって、水道水をお客さまへお届けしています。
　このため、災害時に携帯電話や固定電話などの公衆回線がつながらなくなった場合でも、被害情報の収
集などの情報受伝達を速やかに行うことができるよう、通信手段の複数化に努めています。

●衛星携帯電話
33台保有 ●運用開始時期：平成24年度

●横浜市防災行政用デジタル移動無線
局内210台保有 ●運用開始時期：平成21年度

応急給水資機材備蓄拠点
　応急給水に用いる車載用給水タンクなどを、市内の
13カ所に分散して備蓄しています。

応急復旧資機材備蓄拠点

●応急活動拠点の整備

ダクタイル鋳鉄管（口径100～300mm） 
約300カ所復旧分　
ダクタイル鋳鉄管（口径400～1800mm）
45カ所復旧分

ポリ製給水タンク （1000ℓ） 約80基
ポリ製給水タンク （300ℓ） 約140基 など

 

備蓄数量（小口径）

備蓄数量

備蓄数量（大口径）

青葉区

緑区

都筑区

港北区

鶴見区
神奈川区

保土ケ谷区

中区

磯子区

金沢区

戸塚区

栄区

泉区

瀬谷区
旭区

西区

南区

港南区

応急活動拠点

小雀

上永谷

配水池など
浄水場

応急給水資機材備蓄拠点（13カ所）
）所カ4（】径口小【点拠蓄備材機資旧復急応
）所カ5（】径口大【点拠蓄備材機資旧復急応

公田

高塚

金沢

峰

磯子

中村

三保

恩田

今井
矢指

鶴見

西谷

港北

川井

▲応急給水資機材（ポリ製給水タンク）

▲

▲応急復旧資機材（ダクタイル鋳鉄管）

●5GHz帯無線 ●運用開始時期：平成25年度

　災害時の応急給水や復旧活動を効果的に行うため、市内の配水池などに
応急活動拠点を整備し、資機材を分散して備蓄しています。

通信体制の強化

小雀浄水場

西谷浄水場

川井浄水場

港北

平楽

磯子

峰

鶴ケ峰

日野幹線

鶴ケ峰幹線川井小雀
幹線

都岡幹線 菅田幹線

西谷幹線

藤塚幹線

磯子共同溝磯子共同溝

新杉田共同溝新杉田共同溝

桜木町共同溝桜木町共同溝

神奈川通共同溝神奈川通共同溝
横浜駅前共同溝横浜駅前共同溝

子安共同溝子安共同溝
東寺尾共同溝東寺尾共同溝

保土ケ谷共同溝保土ケ谷共同溝

南部幹線南部幹線

第二磯子幹線第二磯子幹線

環状幹線環状幹線
大通り公園線大通り公園線

鶴見幹線鶴見幹線

環状幹線（港北）環状幹線（港北） 環状幹線（鶴見）環状幹線（鶴見）

鶴見

※1 水が高い所から低い所へ流れる力を利用して電力を使わずに水道水をお届けする系統のことです。
※2 ポンプ（電力）の力を利用して高い所へ水道水をお届けする系統のことです。

　取水・導水施設、浄水場、配水池などは安定してお客さま
に水道水をお届けする重要な基幹施設のため、大規模地震
に備え、計画的に耐震化を進めてきました。
　まず、取水・導水施設では、相模湖系導水路の耐震化を
進めていきます。
　浄水場では、川井浄水場（旭区）の再整備が完了し、耐震
化を図りました（平成26年４月稼働）。 また、西谷浄水場

（保土ケ谷区）は再整備に合わせて施設の耐震化を進めて
いきます。
　なお、災害時給水所となる配水池も引き続き、耐震化を
進めていきます。

●基幹施設の耐震化

　横浜市の地形は起伏が多く、一定の水圧で市内全域に安定して水
道水を送るためには工夫が必要です。 そこで、市域を配水池ごとに
25の給水区域（配水ブロック）に分けた上で、さらに自然流下系区域

（低区）※1とポンプ系区域（高区）※2に分けて給水しています。 各配水
ブロックには原則１カ所の配水池とポンプ場を設置しています。
　これにより、水道管内にある水の位置エネルギーを無駄なく利用
できるほか、停電や水道管破裂などの事故が発生した場合でも、断水
などの影響範囲を最小限に抑え、早期に復旧することができます。
　また、配水ブロック間を口径の大きな水道管で結ぶことで、断水な
どの事故が発生した場合は隣接する配水ブロックから水道水を送れ
るように、応援体制の強化を図っています。

●配水ブロックシステム

　大規模地震や水源事故、停電などで浄水場の機能が停止した場合
でも、緊急時のバックアップができるよう、浄水場間および配水ブ
ロック間を結ぶ「環状ネットワーク」の整備を平成２年度から進め
てきました。 既設の送・配水管などと、市の湾岸部を中心に整備さ
れた共同溝内の送・配水管を連絡す
ることで、送水機能の強化が図られ
ました。（平成26年11月完成）

●環状ネットワーク

▲配水池の耐震化工事

▲口径1,350mmの保土ケ谷共同溝線

▲耐震化が完了した川井浄水場

共同溝運用中

大環状線 送・配水幹線

環状幹線・鶴見幹線
南部幹線・大通り公園線
第二磯子幹線

川井小雀幹線
鶴ケ峰幹線
菅田幹線
日野・藤塚幹線
都岡幹線
西谷幹線

送・配水管の環状ネットワーク

配水ブロックシステム

ブロック境

ポンプ系区域（高区）
自然流下系区域（低区）

浄水場配水池
配水池

菅田

港北

港北
鶴見

牛久保

今井

野毛山

金沢

峰

峰

仏向

磯子

平楽

上永谷

港南台

三保

高塚

保木

小雀

西谷
西谷

西谷

恩田

矢指

中尾

川井

川井

朝比奈

谷
西
谷
西新横浜

鶴ケ峰鶴ケ峰

（耐震化率：%）

年度

96％

51％

浄水施設などの耐震化率※配水池、配水槽
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浄水施設
配水池等※

　公衆回線が使用できない場合に、庁舎間の情報収集・伝達手段を確保することや関係機関への伝達を目的として、原則全て
の施設に衛星携帯電話を整備しています。

　横浜市全体に設置し、災害情報の収集、指揮命令の伝達および被災者の救護体制の支援を図ることなどを目的に設けられた
無線通信システムです。

　災害時に水道局本部となる本庁舎（中区）と、浄水施設
の中でも特に重要な機能を持つ西谷浄水場を 5GHz 帯
無線で結ぶことで、音声通話や FAX、データ通信による
速やかな情報伝達を可能にしました。平成 27 年度には、
中村ウォータープラザと菊名ウォータープラザともつな
がり、より広範囲での連絡体制を確立しました。
　また、これまで西谷浄水場、川井浄水場、小雀浄水場間
に整備されていた 7.5GHz 帯無線を 5GHz 帯無線など
と接続し、8 庁舎間で情報伝達を行うことができます。

・南部水運用拠点・北部水運用拠点 ・水道局本部・配水池までの
　水運用拠点

（　）は運用開始時期

・港北区役所
　中継局

5ギガ
（平成27年度）

5ギガ
（平成27年度）

5ギガ
（平成25年度）

5ギガ
（平成25年度）

メタル・光ケーブル
（平成26年度）

光ケーブル
（平成26年度）

5ギガ
（平成27年度）

5ギガ
（平成27年度）

7.5ギガ
（平成20年度）

拠点間で電話、FAX、PCデータ通信が可能

7.5ギガ
（平成20年度）

中村本庁西谷
浄水場菊名

第二
分庁
舎

小雀
浄水場

川井
浄水場

西谷
分庁
舎

　応急復旧用の水道管は、小口径（300mm 以下）と大口
径（400mm 以上）に分類し、分散して備蓄しています。
　なお、小口径（300mm 以下）については、配水管整備
事業において、材料備蓄を更新していくローリングスト
ック方式を導入しています。
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公助 5
　水道局では県外の取水施設から市内各地の浄水施設、給水施設に至るまでのさまざまな施設との連携
によって、水道水をお客さまへお届けしています。
　このため、災害時に携帯電話や固定電話などの公衆回線がつながらなくなった場合でも、被害情報の収
集などの情報受伝達を速やかに行うことができるよう、通信手段の複数化に努めています。

●衛星携帯電話
33台保有 ●運用開始時期：平成24年度

●横浜市防災行政用デジタル移動無線
局内210台保有 ●運用開始時期：平成21年度

応急給水資機材備蓄拠点
　応急給水に用いる車載用給水タンクなどを、市内の
13カ所に分散して備蓄しています。

応急復旧資機材備蓄拠点

●応急活動拠点の整備

ダクタイル鋳鉄管（口径100～300mm） 
約300カ所復旧分　
ダクタイル鋳鉄管（口径400～1800mm）
45カ所復旧分

ポリ製給水タンク （1000ℓ） 約80基
ポリ製給水タンク （300ℓ） 約140基 など

 

備蓄数量（小口径）
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備蓄数量（大口径）

青葉区

緑区

都筑区

港北区

鶴見区
神奈川区

保土ケ谷区

中区

磯子区

金沢区

戸塚区

栄区

泉区

瀬谷区
旭区

西区

南区

港南区

応急活動拠点

小雀

上永谷

配水池など
浄水場

応急給水資機材備蓄拠点（13カ所）
）所カ4（】径口小【点拠蓄備材機資旧復急応
）所カ5（】径口大【点拠蓄備材機資旧復急応

公田

高塚

金沢

峰

磯子

中村

三保

恩田

今井
矢指

鶴見

西谷

港北

川井

▲応急給水資機材（ポリ製給水タンク）

▲

▲応急復旧資機材（ダクタイル鋳鉄管）

●5GHz帯無線 ●運用開始時期：平成25年度

　災害時の応急給水や復旧活動を効果的に行うため、市内の配水池などに
応急活動拠点を整備し、資機材を分散して備蓄しています。

通信体制の強化

小雀浄水場

西谷浄水場

川井浄水場

港北

平楽

磯子

峰

鶴ケ峰

日野幹線

鶴ケ峰幹線川井小雀
幹線

都岡幹線 菅田幹線

西谷幹線

藤塚幹線

磯子共同溝磯子共同溝

新杉田共同溝新杉田共同溝

桜木町共同溝桜木町共同溝

神奈川通共同溝神奈川通共同溝
横浜駅前共同溝横浜駅前共同溝

子安共同溝子安共同溝
東寺尾共同溝東寺尾共同溝

保土ケ谷共同溝保土ケ谷共同溝

南部幹線南部幹線

第二磯子幹線第二磯子幹線

環状幹線環状幹線
大通り公園線大通り公園線

鶴見幹線鶴見幹線

環状幹線（港北）環状幹線（港北） 環状幹線（鶴見）環状幹線（鶴見）

鶴見

※1 水が高い所から低い所へ流れる力を利用して電力を使わずに水道水をお届けする系統のことです。
※2 ポンプ（電力）の力を利用して高い所へ水道水をお届けする系統のことです。

　取水・導水施設、浄水場、配水池などは安定してお客さま
に水道水をお届けする重要な基幹施設のため、大規模地震
に備え、計画的に耐震化を進めてきました。
　まず、取水・導水施設では、相模湖系導水路の耐震化を
進めていきます。
　浄水場では、川井浄水場（旭区）の再整備が完了し、耐震
化を図りました（平成26年４月稼働）。 また、西谷浄水場

（保土ケ谷区）は再整備に合わせて施設の耐震化を進めて
いきます。
　なお、災害時給水所となる配水池も引き続き、耐震化を
進めていきます。

●基幹施設の耐震化

　横浜市の地形は起伏が多く、一定の水圧で市内全域に安定して水
道水を送るためには工夫が必要です。 そこで、市域を配水池ごとに
25の給水区域（配水ブロック）に分けた上で、さらに自然流下系区域

（低区）※1とポンプ系区域（高区）※2に分けて給水しています。 各配水
ブロックには原則１カ所の配水池とポンプ場を設置しています。
　これにより、水道管内にある水の位置エネルギーを無駄なく利用
できるほか、停電や水道管破裂などの事故が発生した場合でも、断水
などの影響範囲を最小限に抑え、早期に復旧することができます。
　また、配水ブロック間を口径の大きな水道管で結ぶことで、断水な
どの事故が発生した場合は隣接する配水ブロックから水道水を送れ
るように、応援体制の強化を図っています。

●配水ブロックシステム

　大規模地震や水源事故、停電などで浄水場の機能が停止した場合
でも、緊急時のバックアップができるよう、浄水場間および配水ブ
ロック間を結ぶ「環状ネットワーク」の整備を平成２年度から進め
てきました。 既設の送・配水管などと、市の湾岸部を中心に整備さ
れた共同溝内の送・配水管を連絡す
ることで、送水機能の強化が図られ
ました。（平成26年11月完成）

●環状ネットワーク

▲配水池の耐震化工事

▲口径1,350mmの保土ケ谷共同溝線

▲耐震化が完了した川井浄水場

共同溝運用中

大環状線 送・配水幹線

環状幹線・鶴見幹線
南部幹線・大通り公園線
第二磯子幹線

川井小雀幹線
鶴ケ峰幹線
菅田幹線
日野・藤塚幹線
都岡幹線
西谷幹線

送・配水管の環状ネットワーク

配水ブロックシステム

ブロック境

ポンプ系区域（高区）
自然流下系区域（低区）

浄水場配水池
配水池

菅田

港北

港北
鶴見

牛久保

今井

野毛山

金沢

峰

峰

仏向

磯子

平楽

上永谷

港南台

三保

高塚

保木

小雀

西谷
西谷

西谷

恩田

矢指

中尾

川井

川井

朝比奈

谷
西
谷
西新横浜

鶴ケ峰鶴ケ峰

（耐震化率：%）

年度

96％

51％

浄水施設などの耐震化率※配水池、配水槽

0

20

40

60

80

100

2令和元30 29 28 27 26 25 24 23 平成22 

浄水施設
配水池等※

　公衆回線が使用できない場合に、庁舎間の情報収集・伝達手段を確保することや関係機関への伝達を目的として、原則全て
の施設に衛星携帯電話を整備しています。

　横浜市全体に設置し、災害情報の収集、指揮命令の伝達および被災者の救護体制の支援を図ることなどを目的に設けられた
無線通信システムです。

　災害時に水道局本部となる本庁舎（中区）と、浄水施設
の中でも特に重要な機能を持つ西谷浄水場を 5GHz 帯
無線で結ぶことで、音声通話や FAX、データ通信による
速やかな情報伝達を可能にしました。平成 27 年度には、
中村ウォータープラザと菊名ウォータープラザともつな
がり、より広範囲での連絡体制を確立しました。
　また、これまで西谷浄水場、川井浄水場、小雀浄水場間
に整備されていた 7.5GHz 帯無線を 5GHz 帯無線など
と接続し、8 庁舎間で情報伝達を行うことができます。

・南部水運用拠点・北部水運用拠点 ・水道局本部・配水池までの
　水運用拠点

（　）は運用開始時期

・港北区役所
　中継局

5ギガ
（平成27年度）

5ギガ
（平成27年度）

5ギガ
（平成25年度）

5ギガ
（平成25年度）

メタル・光ケーブル
（平成26年度）

光ケーブル
（平成26年度）

5ギガ
（平成27年度）

5ギガ
（平成27年度）

7.5ギガ
（平成20年度）

拠点間で電話、FAX、PCデータ通信が可能

7.5ギガ
（平成20年度）

中村本庁西谷
浄水場菊名

第二
分庁
舎

小雀
浄水場

川井
浄水場

西谷
分庁
舎

　応急復旧用の水道管は、小口径（300mm 以下）と大口
径（400mm 以上）に分類し、分散して備蓄しています。
　なお、小口径（300mm 以下）については、配水管整備
事業において、材料備蓄を更新していくローリングスト
ック方式を導入しています。
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公助 6 公助 7

COLUMN
コラム

COLUMN
コラム

●他都市や民間事業者との協定

災害時の応援協定

地震等緊急時における相互応援に関する協定【平成30年12月締結】
名古屋市、横浜市

19大都市水道局災害相互応援に関する覚書【令和２年３月改定】
札幌市、仙台市、さいたま市、東京都、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、
岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市

日本水道協会関東地方支部災害相互応援に関する協定【平成28年８月改定】
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県の各都県支部、関東地方支部長都市（横浜市）

日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書【平成28年３月締結】
神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、座間市、秦野市、三浦市、南足柄市、横須賀市、神奈川県内広域水道企業団、愛川町、
大井町、開成町、中井町、箱根町、松田町、真鶴町、山北町、湯河原町

※その他、神奈川県企業庁・神奈川県内広域水道企業団・千葉県水道局・川崎市上下水道局とも
協定を締結しています。

他都市水道事業体との燃料相互応援の覚書
名古屋市上下水道局／新潟市水道局

民間事業者との協定
横浜市管工事協同組合／横浜建設業協会／日本水道鋼管協会／横浜市建設コンサルタント協会／横浜市地質調査業協会／
神奈川県測量設計業協会横浜支部／横浜市補償コンサルタント協会／水道メーター検針業務及び料金整理業務の受託事業者
／大洋石油株式会社

「南海トラフ巨大地震対策
≪全国の水道事業体に向けた緊急提言≫」の発表

燃料や資機材などの確保に向けた取り組み

協力店のマーク

▲水道局で備蓄している水道管

▲大都市水道局大規模災害対策検討会の様子

●停電時に備えての取り組み
　水道水をつくったり、蛇口に水道水をお届けしたりするには、
電力が不可欠です。 水道局では停電に備え、浄水施設やポンプ場
などに複数系統から受電できる設備を整えています。しかし、大規
模災害時には、広域で停電となることも想定されます。 そこで、停
電時にも浄水施設・ポンプなどの運転を継続させることや、庁舎な
どにおける通信の確保などの各種業務継続のため、非常用発電設
備を設置しています。

■災害時等に備えた燃料油の備蓄及び供給に関する協定の締結

■燃料取扱事業者との協力関係

■修繕材料供給事業者との協力関係

■薬品（アルカリ剤）供給事業者との協力関係

■横浜市消防局との協力関係

非常用発電設備の整備状況
令和３年3月現在

12カ所（ 　 ）

29カ所

８カ所（ 　 ）取水施設・浄水場など

※（　）内の記号は上の地図の凡例

ポンプ場

庁　舎

計

（内4カ所は市外）

9カ所（ 　 ）

青葉区

緑区

都筑区 港北区

鶴見区

神奈川区

保土ケ谷区

中区

磯子区

金沢区

戸塚区

栄区

泉区

瀬谷区
旭区

西区

南区

港南区

非常用発電設備の整備

　浄水場・ポンプ場・庁舎などの非常用発電設備の稼動や給水車・復旧工事車両の使用には、燃料が必要
です。また、被災した水道施設を早期に復旧するためには、修繕材料等を迅速に入手する必要があります。
　東日本大震災では、ガソリンスタンドで給油を待つ長い車列ができたため、水道局の車両や浄水場など
で使用する燃料の確保が困難でした。
　そこで、水道局では、災害時の燃料や復旧資機材等確保のため、企業との燃料油の備蓄・供給に関する
協定や他都市との修繕材料供給に関する協定、他局との協力関係、また、供給協力に関する登録制度とし
ての「横浜水道安全・安心パートナー」を構築しています。  

　「19大都市水道局災害相互応援に関する覚書」に基づき横
浜市水道局を含めた全国の19大都市の水道事業体が集う

「大都市水道局大規模災害対策検討会」において、「南海トラ
フ巨大地震対策-全国の水道事業体に向けた緊急提言」が令
和２年１月に策定されました。
　本提言は、南海トラフ巨大地震への対応を主目的にその
対策を21の提言としてまとめたものですが、その他の大規
模災害への対策として活用可能なものも多数あります。
　南海トラフ巨大地震や首都直下地震など国難レベルの大
規模災害を乗り超えるために、各水道事業体が受援・応援の
それぞれの立場から、共に大規模災害対策の強化に取り組
んでいくことが期待されています。

　「横浜水道 安全・安心パートナー（燃料供給）」による協力体制に加えて、浄水場を 3 日間運転するために現在の場内
備蓄では不足する分について、燃料の保管料を支払うことで確実に備蓄し、発災時にはローリー車で運搬、給油を受け
るようにするなどの燃料油備蓄協定を、平成 30 年 3 月に民間事業者と締結しました。

　水道局では、災害時において他都市から横浜市へ応援に来た給水車に対し、消防局自家用給油取扱所において、消防
局の災害対応や運用に支障がない範囲で軽油の供給を受けることができる取り決めを平成 31 年３月に交わしました。

　水道局では、災害などの緊急時に水道施設などの復旧を迅速に行うため、水道局独自で
の修理材料の備蓄を行うとともに、他都市との協定による材料供給の応援体制を整備して
います。しかし、被害が甚大となった場合には、修理材料の不足が予想されます。
　そこで、民間事業者にご協力いただき、非常時の修繕材料供給に関する登録制度として
平成 26 年２月から「横浜水道 安全・安心 パートナー（材料供給）」を構築しました。
　令和３年３月末現在で、43 者の事業者にご登録いただいています。

　水道局では、火山噴火時においても継続して浄水処理を行うため、令和元年 12 月に「横浜水道　安全・安心　パート
ナー（薬品供給）」を構築し、災害等発生時に必要となる薬品（アルカリ剤）の供給について民間の事業者との協力体制を
整えています。

　市内外の民間燃料取扱事業者にご協力いただき、燃料供給に関する登録制度として平成25年4
月から「横浜水道 安全・安心 パートナー（燃料供給）」を構築しました。
　令和３年３月末現在で、37者、81スタンドで災害時に水道局車両・施設への給油ができるよう協力
体制を整えています。

　東日本大震災や熊本地震、平成 30 年７月豪雨、令和元年台風 15 号、19 号などの大規模災害時には、全国の水道
事業体による応急給水、応急復旧、技術支援などの応援活動が必要不可欠です。
　水道局では、大規模災害に備え、他都市水道事業体や民間事業者などと、災害時の相互応援などに関する協定を締
結しています。

・給水車運転要員の確保と活用
・給水車を使用しない応急給水場所の整備事例
・派遣体制の事前リスト化
・大都市水道局研修講師派遣制度の新設　など

主
な
内
容
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19大都市水道局災害相互応援に関する覚書【令和２年３月改定】
札幌市、仙台市、さいたま市、東京都、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、
岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市

日本水道協会関東地方支部災害相互応援に関する協定【平成28年８月改定】
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県の各都県支部、関東地方支部長都市（横浜市）

日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書【平成28年３月締結】
神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、座間市、秦野市、三浦市、南足柄市、横須賀市、神奈川県内広域水道企業団、愛川町、
大井町、開成町、中井町、箱根町、松田町、真鶴町、山北町、湯河原町

※その他、神奈川県企業庁・神奈川県内広域水道企業団・千葉県水道局・川崎市上下水道局とも
協定を締結しています。

他都市水道事業体との燃料相互応援の覚書
名古屋市上下水道局／新潟市水道局

民間事業者との協定
横浜市管工事協同組合／横浜建設業協会／日本水道鋼管協会／横浜市建設コンサルタント協会／横浜市地質調査業協会／
神奈川県測量設計業協会横浜支部／横浜市補償コンサルタント協会／水道メーター検針業務及び料金整理業務の受託事業者
／大洋石油株式会社

「南海トラフ巨大地震対策
≪全国の水道事業体に向けた緊急提言≫」の発表

燃料や資機材などの確保に向けた取り組み

協力店のマーク

▲水道局で備蓄している水道管

▲大都市水道局大規模災害対策検討会の様子

●停電時に備えての取り組み
　水道水をつくったり、蛇口に水道水をお届けしたりするには、
電力が不可欠です。 水道局では停電に備え、浄水施設やポンプ場
などに複数系統から受電できる設備を整えています。しかし、大規
模災害時には、広域で停電となることも想定されます。 そこで、停
電時にも浄水施設・ポンプなどの運転を継続させることや、庁舎な
どにおける通信の確保などの各種業務継続のため、非常用発電設
備を設置しています。

■災害時等に備えた燃料油の備蓄及び供給に関する協定の締結

■燃料取扱事業者との協力関係

■修繕材料供給事業者との協力関係

■薬品（アルカリ剤）供給事業者との協力関係

■横浜市消防局との協力関係

非常用発電設備の整備状況
令和３年3月現在

12カ所（ 　 ）
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８カ所（ 　 ）取水施設・浄水場など
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非常用発電設備の整備

　浄水場・ポンプ場・庁舎などの非常用発電設備の稼動や給水車・復旧工事車両の使用には、燃料が必要
です。また、被災した水道施設を早期に復旧するためには、修繕材料等を迅速に入手する必要があります。
　東日本大震災では、ガソリンスタンドで給油を待つ長い車列ができたため、水道局の車両や浄水場など
で使用する燃料の確保が困難でした。
　そこで、水道局では、災害時の燃料や復旧資機材等確保のため、企業との燃料油の備蓄・供給に関する
協定や他都市との修繕材料供給に関する協定、他局との協力関係、また、供給協力に関する登録制度とし
ての「横浜水道安全・安心パートナー」を構築しています。  

　「19大都市水道局災害相互応援に関する覚書」に基づき横
浜市水道局を含めた全国の19大都市の水道事業体が集う

「大都市水道局大規模災害対策検討会」において、「南海トラ
フ巨大地震対策-全国の水道事業体に向けた緊急提言」が令
和２年１月に策定されました。
　本提言は、南海トラフ巨大地震への対応を主目的にその
対策を21の提言としてまとめたものですが、その他の大規
模災害への対策として活用可能なものも多数あります。
　南海トラフ巨大地震や首都直下地震など国難レベルの大
規模災害を乗り超えるために、各水道事業体が受援・応援の
それぞれの立場から、共に大規模災害対策の強化に取り組
んでいくことが期待されています。

　「横浜水道 安全・安心パートナー（燃料供給）」による協力体制に加えて、浄水場を 3 日間運転するために現在の場内
備蓄では不足する分について、燃料の保管料を支払うことで確実に備蓄し、発災時にはローリー車で運搬、給油を受け
るようにするなどの燃料油備蓄協定を、平成 30 年 3 月に民間事業者と締結しました。

　水道局では、災害時において他都市から横浜市へ応援に来た給水車に対し、消防局自家用給油取扱所において、消防
局の災害対応や運用に支障がない範囲で軽油の供給を受けることができる取り決めを平成 31 年３月に交わしました。

　水道局では、災害などの緊急時に水道施設などの復旧を迅速に行うため、水道局独自で
の修理材料の備蓄を行うとともに、他都市との協定による材料供給の応援体制を整備して
います。しかし、被害が甚大となった場合には、修理材料の不足が予想されます。
　そこで、民間事業者にご協力いただき、非常時の修繕材料供給に関する登録制度として
平成 26 年２月から「横浜水道 安全・安心 パートナー（材料供給）」を構築しました。
　令和３年３月末現在で、43 者の事業者にご登録いただいています。

　水道局では、火山噴火時においても継続して浄水処理を行うため、令和元年 12 月に「横浜水道　安全・安心　パート
ナー（薬品供給）」を構築し、災害等発生時に必要となる薬品（アルカリ剤）の供給について民間の事業者との協力体制を
整えています。

　市内外の民間燃料取扱事業者にご協力いただき、燃料供給に関する登録制度として平成25年4
月から「横浜水道 安全・安心 パートナー（燃料供給）」を構築しました。
　令和３年３月末現在で、37者、81スタンドで災害時に水道局車両・施設への給油ができるよう協力
体制を整えています。

　東日本大震災や熊本地震、平成 30 年７月豪雨、令和元年台風 15 号、19 号などの大規模災害時には、全国の水道
事業体による応急給水、応急復旧、技術支援などの応援活動が必要不可欠です。
　水道局では、大規模災害に備え、他都市水道事業体や民間事業者などと、災害時の相互応援などに関する協定を締
結しています。

・給水車運転要員の確保と活用
・給水車を使用しない応急給水場所の整備事例
・派遣体制の事前リスト化
・大都市水道局研修講師派遣制度の新設　など

主
な
内
容
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公助 8

COLUMN
コラム

COLUMN
コラム

●水道局職員の訓練

●横浜市総合防災訓練

●他都市との訓練

●民間事業者との訓練

 
▲ 令和元年度「防災週間」水道局防災訓練

 
　 

▲ 検針等受託事業者向け応急給水訓練
（恩田配水池）

訓練の実施

他水道事業体との連携

近年の他都市災害派遣の実績

▲令和元年度日本水道協会関東地方支部合同防災訓練
（南ブロック）の様子

▲ 横浜市水道局・名古屋市上下水道局・新潟市水道局
との技術交流会の様子

■名古屋市上下水道局との連携

　日本水道協会関東地方支部は、神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県、群
馬県、栃木県、茨城県、山梨県の各都県支部で構成され、横浜市水道局
は関東地方支部長都市としての役割があります。日本水道協会関東地
方支部では、災害時相互応援に関する協定等に基づき、災害時の応援
体制を整えており、平時でも防災訓練等により災害対応力の向上を図
り活動しています。

■日本水道協会関東地方支部内の連携

　水道局では職員を対象に防災訓練や参集訓練などをはじめ、年間を通じてさ
まざまな訓練を行うことにより、災害対応力の向上を図っています。

　南関東の１都３県５政令市が毎年実施する九都県市合同防災訓練の一環であ
る横浜市総合防災訓練に参加しています。

　他都市水道事業体との応援体制強化のため、名古屋市との技術交流会や合同防
災訓練などを実施しています。
　また、日本水道協会の実施する合同防災訓練にも参加しています。

　災害時応援協定を締結している民間事業者と応急給水や応急復旧などの合同
防災訓練を実施しています。

　横浜市水道局と名古屋市上下水道局は、「19大都市水道局災
害相互応援に関する覚書」に基づき、災害時における相互応援の
円滑な実施に必要な事前情報の充実及び技術の習得を目的とし
て、技術交流会や合同防災訓練を実施しています。　
　技術交流会では、応急給水、応急復旧に必要な技術の習得に関
することや配水管の更新、破裂修理などの日常業務に関するこ
と等、災害時相互応援の円滑な実施に必要なことを相互に情報交換し、合同防災訓練では実際の災害を想
定して応急活動訓練等を行っています。
　また、平成30年12月には、南海トラフ巨大地震や首都直下地震の発生を見据え、災害時の対応力向上の
ため、名古屋市上下水道局と「地震等緊急時における相互応援に関する協定」を締結しています。この協定
では、震度６強以上の地震が発生した場合、相手方の要請を待たずに先遣隊を派遣することとし、被害情報
の収集や応援都市等との調整を行うことで、被災水道事業体の迅速な初動体制の確立を図ります。
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は関東地方支部長都市としての役割があります。日本水道協会関東地
方支部では、災害時相互応援に関する協定等に基づき、災害時の応援
体制を整えており、平時でも防災訓練等により災害対応力の向上を図
り活動しています。

■日本水道協会関東地方支部内の連携

　水道局では職員を対象に防災訓練や参集訓練などをはじめ、年間を通じてさ
まざまな訓練を行うことにより、災害対応力の向上を図っています。

　南関東の１都３県５政令市が毎年実施する九都県市合同防災訓練の一環であ
る横浜市総合防災訓練に参加しています。

　他都市水道事業体との応援体制強化のため、名古屋市との技術交流会や合同防
災訓練などを実施しています。
　また、日本水道協会の実施する合同防災訓練にも参加しています。

　災害時応援協定を締結している民間事業者と応急給水や応急復旧などの合同
防災訓練を実施しています。

　横浜市水道局と名古屋市上下水道局は、「19大都市水道局災
害相互応援に関する覚書」に基づき、災害時における相互応援の
円滑な実施に必要な事前情報の充実及び技術の習得を目的とし
て、技術交流会や合同防災訓練を実施しています。　
　技術交流会では、応急給水、応急復旧に必要な技術の習得に関
することや配水管の更新、破裂修理などの日常業務に関するこ
と等、災害時相互応援の円滑な実施に必要なことを相互に情報交換し、合同防災訓練では実際の災害を想
定して応急活動訓練等を行っています。
　また、平成30年12月には、南海トラフ巨大地震や首都直下地震の発生を見据え、災害時の対応力向上の
ため、名古屋市上下水道局と「地震等緊急時における相互応援に関する協定」を締結しています。この協定
では、震度６強以上の地震が発生した場合、相手方の要請を待たずに先遣隊を派遣することとし、被害情報
の収集や応援都市等との調整を行うことで、被災水道事業体の迅速な初動体制の確立を図ります。

　水道局では、これまで国内各地で発生した地震や豪雨等の災害時において、被災地支援のために多
数の職員を派遣し、様々な応援活動を行っています。

横浜市水道局における過去の主な災害派遣実績
災害発生年月 災害名 主な支援内容 派遣先 主な派遣期間 延べ派遣人数

平成 ７年１月 阪神・淡路大震災
応急給水
応急復旧
物資輸送

兵庫県神戸市 1/17～3/18 職員3,122名、事業者1,988名

平成16年10月 新潟県中越地震

応急給水
応急復旧
調査・調整
物資輸送

新潟県小千谷市 10/24～11/16 職員749名、事業者115名

平成19年 ７月 新潟県中越沖地震
応急給水
応急復旧
物資輸送

新潟県柏崎市・
刈羽村・新潟市

7/17～7/31 職員361名、事業者180名

平成23年 ３月 東日本大震災

応急給水
応急復旧 千葉県浦安市 3/12～3/23 職員19名

（計）
職員108名
事業者69名

応急給水 福島県郡山市 3/14～3/16 職員６名

応急給水 栃木県矢板市 3/17～3/29 職員12名

応急給水
応急復旧
調整

福島県いわき市 3/22～4/18 職員56名

応急復旧 茨城県日立市 3/17～3/23 職員８名

調査 宮城県仙台市 3/12～3/16 職員４名

調査 茨城県 3/13～3/16 職員３名

平成27年 ９月 関東・東北豪雨 調査 茨城県常総市
9/12～9/13
9/15～9/16

職員５名 

平成28年 ４月 熊本地震

応急復旧
漏水調査
調査・調整
物資輸送

熊本県熊本市・益城町 4/17～5/9 職員35名、事業者14名

平成30年 ７月 西日本豪雨 技術支援 愛媛県宇和島市
7/17～7/20
7/30～8/3

職員８名 

令和元年  ９月 台風15号

応急給水
神奈川県逗子市

（到着前に断水解消の
ため応急給水未実施）

9/9 職員12名

応急給水 千葉県君津市 9/11～9/19 職員67名

物資輸送
千葉県君津市・鴨川市・
大多喜町

9/13 職員７名

令和元年10月 台風19号

応急給水 神奈川県南足柄市 10/13～10/14 職員４名

応急給水 神奈川県相模原市 10/13～10/14 職員４名

応急給水 神奈川県山北町 10/14～15 職員７名

応急給水 神奈川県清川村 10/15 職員６名
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家
いえ
や仕

し
事
ごと
の場

ば
所
しょ
に、いつも水

みず
や食

た
べ物
もの
を用
よう
意
い
してください。

３
み っ か

日ぶん以
い

上
じょう

、用
よう

意
い

してください。 

わからないことがあったら

※ 24 時
じ

間
かん

いつでも電
でん

話
わ

が、つながります（日
に

本
ほん

語
ご

）

「水
すい
道
どう
局
きょく
　お客

きゃく
さまサービスセンター」に電

でん
話
わ

してください。

電
でん

話
わ

 ０４５－８４７－６２６２   FAX ０４５－８４８－４２８１

用
よ う

意
い

する飲
の

み水
み ず

の量
りょう

：１
ひ と り

人分
ぶ ん９ℓ

りっとる

以
い

上
じょう

水
みず
をもらえる場

ば
所
しょ

水
みず
をもらえる場

ば
所
しょ
の印

しるし

①災
さい
害
がい
用
よう
地
ち
下
か

　給
きゅう
水
すい
タンク

いつもこの看
かん

板
ばん

が
あります

②配
はい
水
すい
池
ち

この旗
はた

が出たら
水
みず

がもらえます
（いつもは旗

はた
は

ありません）③緊
きん
急
きゅう
給
きゅう
水
すい
栓
せん

④耐
たい
震
しん
給
きゅう
水
すい
栓
せん いつもこの看

かん
板
ばん

が
あります



パ
ー
ク
ホ
ー
ム
ズ
日
吉
本
町

パ
ー
ク
ホ
ー
ム
ズ
日
吉
本
町

横
浜
深
谷
台
小

横
浜
深
谷
台
小

西
金
沢
義
務
教
育
学
校

（
旧
西
金
沢
中
）

西
金
沢
義
務
教
育
学
校

（
旧
西
金
沢
中
）

子
安
小

子
安
小

金
沢
区
総
合
庁
舎

金
沢
区
総
合
庁
舎 　

旧
上
菅
田
小

旧
上
菅
田
小

霧
ヶ
丘
学
園

霧
ヶ
丘
学
園

星
槎
中

星
槎
中

配
水
池

そ
の
他

…
…
…
…
…
22
カ
所

…
…
…
…
…
…
1カ
所

耐
震
給
水
栓
…
…
…
21
カ
所

緊
急
給
水
栓
…
…
…
35
8基

凡
例
災
害
用

地
下
給
水
タ
ン
ク
…
13
4
基

※
星
川
中
央
公
園
は
帰
宅
困
難
者
用
と
し
て
設
置
し
て
い
ま
す

※
星
川
中
央
公
園
は
帰
宅
困
難
者
用
と
し
て
設
置
し
て
い
ま
す

令
和
３
年
３
月
末
時
点

美
し
が
丘
西
小

美
し
が
丘
西
小

北
山
田
小

北
山
田
小

鴨
志
田
緑
小

鴨
志
田
緑
小

荏
田
南
小

荏
田
南
小

茅
ケ
崎
台
小

茅
ケ
崎
台
小

原
小
原
小

新
吉
田
小

新
吉
田
小

大
綱
小

大
綱
小

四
季
の
森
小

四
季
の
森
小

若
葉
台

特
別
支
援
学
校

若
葉
台

特
別
支
援
学
校

汲
沢
小

汲
沢
小

西
が
岡
小

西
が
岡
小

上
郷
小

上
郷
小

末
吉
小

末
吉
小

岸
谷
小

岸
谷
小

西
寺
尾

第
二
小

西
寺
尾

第
二
小

戸
部
小

戸
部
小

西
中

西
中

本
町
小

本
町
小

南
太
田
小

南
太
田
小 瀬
ケ
崎
小

瀬
ケ
崎
小

【
巻
末
付
録
②
】
災
害
時
給
水
所
一
覧



横
浜
深
谷
台
小

横
浜
深
谷
台
小

西
金
沢
義
務
教
育
学
校

（
旧
西
金
沢
中
）

西
金
沢
義
務
教
育
学
校

（
旧
西
金
沢
中
）

金
沢
区
総
合
庁
舎

金
沢
区
総
合
庁
舎 　

配
水
池

そ
の
他

…
…
…
…
…
22
カ
所

…
…
…
…
…
…
1カ
所

耐
震
給
水
栓
…
…
…
21
カ
所

緊
急
給
水
栓
…
…
…
35
8基

凡
例
災
害
用

地
下
給
水
タ
ン
ク
…
13
4
基

※
星
川
中
央
公
園
は
帰
宅
困
難
者
用
と
し
て
設
置
し
て
い
ま
す

※
星
川
中
央
公
園
は
帰
宅
困
難
者
用
と
し
て
設
置
し
て
い
ま
す

令
和
３
年
３
月
末
時
点

汲
沢
小

汲
沢
小

西
が
岡
小

西
が
岡
小

上
郷
小

上
郷
小

南
太
田
小

南
太
田
小 瀬
ケ
崎
小

瀬
ケ
崎
小

災
害
時
の
飲
料
水
確
保
の
方
法

飲
料

水
確

保
の

場
所

目
印

　
施

設
の

種
類

な
ど

分
類

開
設

者
開

設
状

況
の

イ
メ

ー
ジ

発
災

直
後

か
ら

３
日

目
ま

で
発

災
４

日
目

以
降

ご
家

庭
企

業
―

備
蓄

し
て

い
る

飲
料

水
自

助
―

所水給時害災

標
識

 災
害

用
地

下
給

水
タ

ン
ク

共
助

地
域

の
皆

さ
ま

横
浜

市
管

工
事

協
同

組
合

は
開

設
の

補
助

りぼの

 配
水

池
 

公
助

水
道

局

●
 緊

急
給

水
栓

水
道

局
横

浜
市

管
工

事
協

同
組

合

給
水

車
水

道
局

応
援

都
市

職
員

看
板

 耐
震

給
水

栓
共

助
開

設
不

要
地

域
防

災
拠

点
運

営
委

員
等

で
運

用

13
4
基

22
カ
所

35
8
基

21
カ
所

（
令
和
５
年
度
ま

で
に
全
48
カ
所

設
置
予
定
）

３
日
間
計
９
ℓ

（
１
日
あ
た
り
３
ℓ
）

以
上
を
目
安
に

備
蓄



（おかけ間違いのないようご注意ください）

発行　令和３年6月　横浜市水道局総務課
横浜市中区本町６丁目50番地の10　　　 045-671-3106 045-212-1155
　　　 su-somu@city.yokohama.jpEメール

電 話 FAX

24時間365日受付
水道局お客さまサービスセンター

引っ越しに伴う水道の使用開始・中止手続きなど

災害に強い信頼の水道施設の維持・整備は、
お客さまにお支払いいただいている
水道料金によって支えられています

横浜市水道局の


